
参照条文 

 

 

○建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

 

（適正な委託代金） 

第二十二条の三の四 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条

に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよ

う努めなければならない。 

 

（業務の報酬） 

第二十五条 国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に

関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。 

  


